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 三郷市の高齢化率は、平成２７年２月１日現在で24.07％、

平成３７年(２０２５年)度には、27.4%に達すると見込まれて

おります。特に、高齢者の中でも７５歳以上の後期高齢者数

の伸びが大きく、平成３７年にはその割合が約６割と、前期

高齢者の割合を上回る見込みとなっております。 

 高齢化が急速に進行する中、三郷市では、市民全体の健康

づくりへの取り組みにより健康寿命を伸ばすこと、介護予防

に努めること、そして地域のコミュニュニケーションが図ら

れるまちづくりが重要であると考えております。 

このような状況を踏まえ、三郷市では「第６期 三郷市高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画」を策定いたしました。 

 本計画期間は、平成２７年度から平成２９年度までの３か年とし、目指すべき将来

像である「自立した生活を支えあい 健康長寿をめざすまち 三郷」を基本理念とし

て、その実現に向け、３つの重点目標、「主体的な健康づくりと介護予防の推進」、

「自立した生活を支える介護と支援の充実」、「地域包括ケアシステムの構築」を掲げ、

さまざまな高齢者施策を進めてまいります。 

 また、国の基本指針にもあるように、平成３７年の地域包括ケアシステムの構築に

向けて、三郷市においても、高齢者が住み慣れた地域で、住まい・医療・介護・予

防・生活支援が一体的に提供される支援体制づくりが求められております。その実現

に向けて、３つの重点目標と７つの基本的な取り組みを継続的に進め、生涯にわたり

健やかで安心して暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。今後とも皆様の更な

るご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました、高齢者保健福祉

計画策定検討懇話会及び介護保険運営協議会委員をはじめ、アンケート調査等にご協

力いただきました関係者の皆様に深く感謝申し上げ、挨拶といたします。 

 

平成２７年３月 

 

三郷市長  木 津 雅 晟  
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